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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
凹凸状のホログラムパターンが形成されたホログラムパターン形成層を備え、
前記ホログラムパターンの少なくとも一部において、前記ホログラムパターンとの間に空
隙を有するようにカバーフィルムが固定されていることを特徴とするホログラムパターン
付きフィルム。
【請求項２】
前記空隙は、少なくとも前記ホログラムパターンの凹部との間に形成されている請求項１
に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項３】
前記ホログラムパターンは、流体材料によって前記ホログラムパターンが埋められた非表
示部を備える請求項１又は請求項２に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項４】
前記非表示部は接着性材料によって埋められており、前記カバーフィルムは、前記接着性
材料によって、前記非表示部に接着固定されている請求項３に記載のホログラムパターン
付きフィルム。
【請求項５】
前記カバーフィルムは、接着性材料によって、前記ホログラムパターンが形成されていな
い領域に接着固定されている請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のホログラムパ
ターン付きフィルム。
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【請求項６】
前記カバーフィルムは、前記ホログラムパターンの全面を覆うように配置されている請求
項１から請求項５のいずれか１項に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項７】
前記ホログラムパターンは、基材としての前記ホログラムパターン形成層に形成されてい
る請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のホログラムパターン付きフィルム。
【請求項８】
前記接着性材料は自己硬化型材料である請求項４に記載のホログラムパターン付きフィル
ム。
【請求項９】
凹凸状のホログラムパターンが形成されたホログラムパターン形成層と、
前記ホログラムパターンの少なくとも一部において、前記ホログラムパターンとの間に空
隙を有するように固定されたカバーフィルムと、
を有するホログラムパターン付きフィルムを外面上に備えることを特徴とするホログラム
パターン付き容器。
【請求項１０】
前記ホログラムパターン付きフィルムは、前記カバーフィルムによって前記容器外面に固
定されている請求項９に記載のホログラムパターン付き容器。
【請求項１１】
前記カバーフィルムに反射層を設けた請求項９又は請求項１０に記載のホログラムパター
ン付き容器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ホログラムパターン付きフィルム及びホログラムパターン付き容器に関し、ホ
ログラムパターン付きフィルムについては、特に、飲料品又は食品を収容する容器、包装
物に用いることのできるホログラムパターン付きフィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、装飾を目的として、容器、包装物その他の対象物の外面にホログラムパターンを備
えたものが提案されている。このホログラムパターンは、平面内に記録された干渉縞のパ
ターンを、エンボス状又はレリーフ状をなす微細な凹凸形状としたものであって、対象物
の外面に直接形成し、又は、別途形成したパターンを容器外面に貼着する方法が検討され
ている。
【０００３】
ホログラムパターンを容器外面に直接形成する方法としては、凹凸状のホログラムパター
ンが形成された金属板を対象物たる容器表面に係合させるものが提案されている。また、
ホログラムパターンを別途形成する方法としては、金属薄膜からなる母型に形成された凹
凸状のホログラムパターンを、熱可塑性樹脂や紫外線硬化型樹脂に加圧成形し、樹脂を硬
化させた後に、容器外面に接着するものが提案されている（特許文献１～２）。
【０００４】
これらのホログラムパターンにおいては、外側に保護層を形成せずに、ホログラムパター
ンを最外層としていた。これは、ホログラムパターンを形成した材料と同程度の屈折率を
有する物質によって、凹凸状のパターンを埋めると、ホログラム効果が消失してしまうお
それがあるためである。
【特許文献１】特開平１１－２６８７４６号公報
【特許文献２】特開２０００－１２８１７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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しかしながら、対象物が、保管中、運送中、店頭陳列中その他の生産から消費までの期間
中に、冷蔵下、冷凍下、又は水中下に置かれるような容器その他の対象物である場合、ホ
ログラムパターンが消失してしまうおそれがある。すなわち、ホログラムパターン上に、
結露による水滴の付着や冷却用の水の付着により、凹凸状のパターンが埋められてしまう
と、水とホログラムパターンを形成する材料との屈折率が近いときは、ホログラムパター
ンが消失してホログラム効果を発現することができない。
【０００６】
また、対象物の取扱者又は対象物を購入した消費者が、ホログラムパターンに触れること
によっても、ホログラムパターンが消失するおそれがある。これは、取扱者又は消費者の
手の皮脂、手からの汗、手についた水その他の液体によって、凹凸状のパターンが埋めら
れてしまうことによって起こるものである。
【０００７】
このような問題を解決するために、蒸着その他の手段を用いて、ホログラムパターンに保
護層を形成することが知られている。しかし、例えば蒸着の場合には、真空状態で成膜処
理を行う必要があるため、製造能率の低下及び製造コストの増大を招き、容器その他の対
象物の高価格化につながるおそれがある。
【０００８】
そこで本発明は、製造効率の低下及び製造コストの増大を抑えつつ、ホログラムパターン
上に水滴、皮脂、汗がついてホログラムパターンが消失することを防止することができ、
保管中、運送中、店頭陳列中その他の生産から消費までの期間においてホログラム効果を
発現することのできるホログラムパターン付きフィルム及びホログラムパターン付き容器
を提供することを目的とする。したがって、本発明の目的は、簡便な構成により、対象物
の保管、運送、及び陳列の状態及び条件を選ばずに、ホログラムパターンを視認すること
のできるホログラムパターン付きフィルム及びホログラムパターン付き容器を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するために、本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいては、凹凸
状のホログラムパターンが形成されたホログラムパターン形成層を備え、ホログラムパタ
ーンの少なくとも一部において、ホログラムパターンとの間に空隙を有するようにカバー
フィルムが固定されていることを特徴としている。
【００１０】
本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、空隙は、少なくともホログラムパタ
ーンの凹部との間に形成されていることが好ましい。
【００１１】
本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、ホログラムパターンは、流体材料に
よってホログラムパターンが埋められた非表示部を備え得る。
【００１２】
本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、非表示部は接着性材料によって埋め
られており、カバーフィルムは、接着性材料によって、非表示部に接着固定されていると
よい。
【００１３】
本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、カバーフィルムは、接着性材料によ
って、ホログラムパターンが形成されていない領域に接着固定されていることが好ましい
。
【００１４】
本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、カバーフィルムは、ホログラムパタ
ーンの全面を覆うように配置することができる。
【００１５】
本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、ホログラムパターンは、基材フィル
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ムたるホログラムパターン形成層に形成することができる。
【００１６】
本発明のホログラムパターン付きフィルムにおいて、接着性材料は自己硬化型材料とする
ことができる。
【００１７】
本発明のホログラムパターン付き容器は、凹凸状のホログラムパターンが形成されたホロ
グラムパターン形成層と、ホログラムパターンの少なくとも一部において、ホログラムパ
ターンとの間に空隙を有するように固定されたカバーフィルムと、を有するホログラムパ
ターン付きフィルムを外面上に備えることを特徴としている。
【００１９】
本発明のホログラムパターン付き容器において、ホログラムパターン付きフィルムは、カ
バーフィルムによって容器外面に固定されていることが好ましい。
【００２０】
本発明のホログラムパターン付き容器において、カバーフィルムに反射層を設けることが
できる。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によると、凹凸状のホログラムパターンが形成されたホログラムパターン形成層を
備えるとともに、ホログラムパターンの少なくとも一部において、少なくとも凹部との間
に空隙を有してカバーフィルムが固定されていることから、ホログラムパターンを残した
い部分に、空隙を介して、カバーフィルムが設けられているため、水滴、皮脂、汗がカバ
ーフィルムにつくことはあってもホログラムパターンには付着することがなくなる。これ
により、保管中、運送中、店頭陳列中その他の生産から消費までの期間中にホログラムパ
ターンが消失することを防止することができる。また、ホログラムパターンを消したい部
分では、流体材料（例えば、接着性材料、塗料、インキ）によってホログラムパターンを
埋めることができる。したがって、ホログラムパターンを残したい部分と消したい部分と
を、任意の形状、パターンで設定することができ、より装飾性の高いホログラムパターン
を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
以下、本発明の実施形態に係るホログラムパターン付きフィルム及びホログラムパターン
付き容器について図面を参照しつつ詳しく説明する。
【００２３】
本実施形態に係るホログラムパターン付きフィルム１０は、飲料品又は食品を収容する容
器、包装物その他の対象物の外面上に配置して用いられる、シート状、ロールフィルム状
、又はラベル状のフィルムである。対象物としては、例えば、金属製の缶体、プラスチッ
ク製の容器及び包装物、紙製の容器及び包装物、アルミを含む容器が挙げられる。ここで
、容器としては、例えば、パウチ（フレキシブルパッケージ）、カップ、缶、プラスチッ
クボトルが挙げられる。
【００２４】
ホログラムパターン付きフィルム１０は、凹凸状のホログラムパターン１３が形成された
ホログラムパターン形成層１２を備えるとともに、ホログラムパターン１３の少なくとも
一部において空隙１７を有するようにカバーフィルム１５が固定されている。以下に、各
層の詳細な構成について、製造工程の順序に沿って説明する。以下の説明では、ホログラ
ムパターン付きフィルムを容器に適用する実施形態を例に挙げて説明するが、本発明に係
るホログラムパターン付きフィルムは、容器以外の対象物に対しても適応可能である。
【００２５】
（１）ホログラムパターン形成
図１は、本実施形態に係るホログラムパターン付きフィルム１０及びホログラムパターン
付き容器３０の各製造工程における層構成を示す断面図である。
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ホログラムパターン形成工程では、まず、基材１１（図１（ａ－１））上にホログラムパ
ターン形成層１２を形成する（図１（ａ－２））。ホログラムパターン形成層１２は基材
１１の全面に形成しても良いし、一部のみに形成してもよい。
【００２６】
基材１１は、透過性を有した材料又はアルミ箔その他の金属箔で構成することができる。
透過性を有した材料としては、例えばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィルム、
ナイロン（商標）製のフィルム、ＯＰＰ（延伸ポリプロピレン）フィルムその他の樹脂製
フィルムを用いることができる。これらの樹脂フィルム又はアルミ箔は、あらかじめ印刷
（例えばグラビア印刷）によって形成しておくことが好ましい。また、基材１１は、ホロ
グラムパターンの形成対象物たる容器の種類や仕様に応じて、枚葉状、ロール状の何れの
形態も使用できる。
【００２７】
ホログラムパターン形成層１２としては、例えば、熱可塑性樹脂、紫外線硬化型樹脂、自
己硬化型樹脂を用いることができる。成膜は、例えば、塗布ロールによる転写、スプレー
による噴霧、スピンコートによって行うことができる。
【００２８】
つづいて、ホログラムパターン形成層１２の外面１２ａ上に、凸部１３ａ及び凹部１３ｂ
を備えた凹凸状のホログラムパターン１３を形成する（図１（ａ－３））。ホログラムパ
ターン１３は、母型に形成された凹凸状のホログラムパターンを、ホログラムパターン形
成層１２に加圧成形した後に、材料に対応した方法で硬化させて形成する。なお、ホログ
ラムパターン１３は、ホログラムパターン形成層１２の全面にわたって形成してもよいし
、一部のみに形成してもよい。また、図１においては、説明の便宜のためにホログラムパ
ターン形成層１２が凸部１３ａ及び凹部１３ｂの２種類のみからなる単純なものとして表
示している。
【００２９】
ここで、母型は、例えば次のように形成する。すなわち、フォトレジストを塗布した乾板
にレーザー干渉膜を露光して、その干渉縞の濃度に応じた凹凸のレジストパターンを形成
した後に、これに金属を蒸着して薄膜を形成して導電性を持たせ、その上にニッケルをメ
ッキする。次に、このメッキ層を剥離することにより、ニッケル上に微細な凹凸状のホロ
グラムパターンが精密に転写された母型が形成される。
【００３０】
（２）カバーフィルム貼着
次に、ホログラムパターン１３を覆うようにカバーフィルム１５を固定する。カバーフィ
ルム１５でホログラムパターン１３を覆うことによって、水滴、皮脂、汗がカバーフィル
ム１５につくことはあってもホログラムパターン１３には付着することがなくなるため、
保管中、運送中、店頭陳列中その他の生産から消費までの期間中にホログラムパターン１
３が消失することを防止することができる。
【００３１】
カバーフィルム１５の固定は、流体の接着性材料からなる接着層１４を用いた接着により
行うことが好ましい。接着層１４を構成する接着性材料は、図２（ａ）に示すように、ホ
ログラムパターン１３の一部を埋めるように、又は、図２（ｂ）のように、基材１１のう
ちホログラムパターン１３が形成されていない部分に塗布することができる。ここで、図
２は、本実施形態に係るホログラムパターン付きフィルム１０における、ホログラムパタ
ーン１３と接着層１４との関係を模式的に示した平面図であって、（ａ）はホログラムパ
ターン１３の一部に接着層１４を形成した場合を示し、（ｂ）はホログラムパターン１３
の外側に接着層１４を形成した場合を示す図である。
【００３２】
図２（ａ）のように、ホログラムパターン１３の一部に接着層１４を構成する接着性材料
を塗布すると、塗布された部分のホログラムパターン１３が消失する。すなわち、ホログ
ラムパターン形成層１２上にホログラムパターンが表示されない非表示部を形成すること
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ができる。これに対して、図２（ｂ）のようにホログラムパターン１３にかからないよう
に接着層１４を構成する接着性材料を塗布すると、ホログラムパターン１３のすべてを表
示することができる。
【００３３】
このように、接着層１４の形成により、任意の位置、範囲に、非表示部を設定することが
できることから、ホログラムパターン１３を残したい部分と消したい部分とを、任意の形
状、パターンで設定することができ、より装飾性の高いホログラムパターンを形成するこ
とができる。
【００３４】
接着層１４を構成する接着性材料としては、例えば、熱可塑性樹脂、紫外線硬化型樹脂、
自己硬化型樹脂を用いることができる。接着層１４の形成は、例えば、塗布ロールによる
転写、スプレーによる噴霧によって行うことができる。
【００３５】
接着層１４の層厚は、後に接着層１４上に接着されるカバーフィルム１５と、少なくとも
凹部１３ｂとの間に空隙ができる程度であることが好ましく、カバーフィルム１５と凸部
１３ａとの間にも空隙が生ずる程度であるとなおよい。このような膜厚とすると、カバー
フィルム１５によってホログラムパターン１３の凹凸形状が埋められてホログラムパター
ン１３が消失することがなくなる。
【００３６】
なお、カバーフィルム１５の固定は、接着層１４による接着以外の方法（例えばカバーフ
ィルム１５と基材１１又はホログラムパターン形成層１２との融着、固定治具による固定
）によって行うこともできる。この場合、ホログラムパターン１３については、接着性材
料のほか、接着性を有さない流体材料（例えば塗料、インキ）によって非表示部を形成す
ることができる。
【００３７】
カバーフィルム１５は、透過性を有した材料（例えば、ＰＥＴフィルム、ナイロンフィル
ム、ＯＰＰフィルムその他の樹脂製フィルム）を用いることができ、ホログラムパターン
１３を覆うことができれば、その形状、面積を任意に定めることができる。例えば、図３
（ａ）に示すように、基材１１の上面全体を覆うこともできる一方、図３（ｂ）に示すよ
うに、基材１１のうちのホログラムパターン１３を覆う部分のみに配置することもできる
。ここで、図３は、ホログラムパターン付きフィルム１０における、ホログラムパターン
１３とカバーフィルム１５との関係を模式的に示した平面図であって、（ａ）は基材１１
全体をカバーフィルム１５で覆った場合を示し、（ｂ）は基材１１のうちのホログラムパ
ターン１３及びその周辺のみをカバーフィルム１５で覆った場合を示す図である。なお、
図３においては接着層１４の表示を省略している。なお、カバーフィルム１５は、あらか
じめ印刷（例えばグラビア印刷）により、部分的に形成しておくことが好ましい。この場
合、印刷されていない部分を通してのみ、ホログラムパターンを視認することができる。
【００３８】
また、接着層１４の形成パターンは、非表示部の設定、接着強度その他の設定に応じて、
任意に選択することができる。すなわち、図２に示すように、ホログラムパターンを表示
する部分（表示部）を窓状に残してその周囲の一定の範囲に一様（ベタ）に形成すること
もできるほか、図４（ａ）に示すような格子状、図４（ｂ）に示すような点状のパターン
を選択することができる。ここで、図４は、ホログラムパターン付きフィルム１０におけ
る、接着層１４の形成パターンを模式的に示した平面図であって、（ａ）は格子状に形成
した場合を示し、（ｂ）は点状に形成した場合を示す図である。なお、図４（ａ）、（ｂ
）に示すパターンは、説明の便宜上例示したものであって、これに代えて、文字（例えば
企業名、商品名）、図案その他の任意のパターンを形成することができる。
【００３９】
カバーフィルム１５は、ホログラムパターン１３又は基材１１上に塗布形成した接着層１
４（図１（ａ－４））上にカバーフィルム１５を載置し、接着層１４の接着力によってカ
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バーフィルム１５を固定する（図１（ａ－５））。カバーフィルム１５の載置及び接着過
程においては、ホログラムパターン１３とカバーフィルム１５との間の空隙を維持するた
めに、カバーフィルム１５に一定の張力を加えておくことが好ましい。以上の工程によっ
てホログラムパターン付きフィルム１０が形成される。
【００４０】
（３）容器貼着
最後に、接着層２２の接着力により、ホログラムパターン付きフィルム１０を容器２１の
外面に貼着固定する。接着層２２に用いる接着材料は、任意のものを用いることができる
が、ホログラムパターン付きフィルム１０の容器２１への貼着作業中には硬化が完了せず
、かつ、貼着作業後に速やかに硬化させることができるものが好ましい。そのような接着
材料としては、例えば、熱硬化性、熱可塑性、自己硬化型の材料を挙げることができる。
なお、ホログラムパターン付き容器３０の表面３１（容器２１に貼着したカバーフィルム
１５の表面）には、容器の製造、内容物の充填、流通その他の過程で必要な、滑性その他
の物性の付与、及び、装飾性向上のための光沢付与の目的で、透過性又は半透過性を有す
る材料（例えば塗料、インキ）を全面あるいは部分的に塗布しても良い。
【００４１】
以上のように構成されたことから、上記実施形態によれば、次の効果（１）～（３）を奏
する。
（１）カバーフィルム１５に水滴、皮脂、汗がつくことはあってもホログラムパターン１
３には到達する可能性はきわめて低くなる。これにより、保管中、運送中、店頭陳列中そ
の他の生産から消費までの期間中にホログラムパターン１３が消失することを防止するこ
とができる。
（２）ホログラムパターン１３を消したい部分では、接着性材料、塗料、インキその他の
流体材料によってホログラムパターン１３を埋めることにより、これを実現することがで
きる。したがって、ホログラムパターン１３を残したい部分と消したい部分とを、任意の
形状、パターンで設定することができ、より装飾性の高いホログラムパターンを形成する
ことができる。
（３）（１）及び（２）の効果を、簡便な構成により実現できるため、製造効率の低下及
び製造コストの増大を抑えることができる。
【００４２】
以下に変形例について説明する。
上述の実施形態では、基材１１上に形成したホログラムパターンを、カバーフィルム１５
にて、空隙を持って挟み込む構成としていたが、基材１１の容器２１への貼り付け方向を
変えることにより、カバーフィルム１５を必要としない、より簡便な構成のホログラムパ
ターン付き容器を実現することができる。このようなホログラムパターン付き容器につい
て、図５（ａ）を参照しつつ、以下に説明する。
【００４３】
図５（ａ）は、第１変形例に係るホログラムパターン付き容器６０の構成を示す断面図で
ある。なお、上述の実施形態と同様の構成については同一の符号を付し、その詳細な説明
は省略する。
基材１１には、透過性を有する材料として、例えば樹脂製フィルム（例えば、ＰＥＴフィ
ルム、ナイロンフィルム、ＯＰＰフィルム）を用いる。この基材１１は、印刷（例えばグ
ラビア印刷）によってあらかじめ形成することができる。この場合、最終的なホログラム
パターン付き容器６０では、ホログラムパターン１３に接着層１４が塗布されていない部
分を通してのみホログラムパターンを視認することができる。
【００４４】
ホログラムパターン付き容器６０は次のように形成する。まず、図１の（ａ－１）～（ａ
－４）と同様の工程により、カバーフィルムのないホログラムパターン付きフィルムを形
成する。このホログラムパターン付きフィルムは、基材１１が外側に配置されるように、
接着層１４により容器２１に貼り付けられる。容器２１の表面２１ａには、あらかじめ既
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知の印刷方法（例えば、オフセット印刷、凸版、グラビア印刷）により、所望のパターン
（例えば、文字、図案）を形成することができる。このように容器２１にパターンを形成
することにより、印刷する図案の色や濃淡により部分毎に反射光が変わるため、より装飾
性を高めることができる。
【００４５】
また、容器２１の表面２１ａとして、金属光沢を持つ物質を用いると、最終的なホログラ
ムパターン付き容器６０において、多くの反射光を得ることができるようになるため、ホ
ログラムパターンの視認性をより高めることができる。なお、ホログラムパターン付き容
器６０の表面６１（基材１１の外面）は、容器の製造、内容物の充填、流通その他の過程
で必要な、滑性その他の物性の付与、及び、装飾性向上のための光沢付与の目的で、透過
性又は半透過性を有する材料（例えば塗料、インキ）を全面あるいは部分的に塗布しても
良い。
【００４６】
図５（ｂ）は、第２変形例に係るホログラムパターン付き容器７０の構成を示す断面図で
ある。
図５（ａ）において、容器２１の表面２１ａが金属光沢を持たない場合には、最終的なホ
ログラムパターン付き容器からの反射光が少なくなるため、金属光沢を持つ場合と比べて
、ホログラムパターンの視認性が低くなる。これに対して、図５（ｂ）に示す第２変形例
は、容器２１の表面２１ａが金属光沢を持たない場合であってもホログラムパターン付き
容器からの反射光を増やすことができ、これにより、ホログラムパターンの視認性を向上
させ、より装飾性の高いホログラムパターン付き容器を実現するものである。以下にその
詳細について説明する。なお、上述の実施形態と同様の構成については同一の符号を付し
、その詳細な説明は省略する。
【００４７】
基材１１には、透過性を有する材料として、例えば樹脂製フィルム（例えば、ＰＥＴフィ
ルム、ナイロンフィルム、ＯＰＰフィルム）を用いる。この基材１１は、印刷（例えばグ
ラビア印刷）によってあらかじめ形成することができる。この場合、最終的なホログラム
パターン付き容器７０では、ホログラムパターン１３に接着層１４が塗布されていない部
分を通してのみホログラムパターンを視認することができる。
【００４８】
ホログラムパターン付き容器７０は次のように形成する。まず、図１の（ａ－１）～（ａ
－４）と同様の工程により、カバーフィルムのないホログラムパターン付きフィルムを形
成する。次に、図１の（ａ－５）と同様に、接着層１４を用いてカバーフィルム１５を貼
り付ける。ここで、カバーフィルム１５のホログラムパターン１３側の表面１５ａ又は裏
面１５ｂの少なくとも一部に反射層（不図示）を形成して、反射面とすることが好ましい
。反射層を備えたカバーフィルムとしては、真空蒸着、スパッタリング、その他の方法で
アルミニウムの薄膜を塗布した透過性フィルム（例えば、ＰＥＴ、ナイロン、ＯＰＰ）又
はアルミ箔その他の金属箔を用いることができる。また、カバーフィルム１５は、あらか
じめ印刷（例えばグラビア印刷）により形成することで、印刷する図案の色や濃淡により
部分毎に反射光が変わるため、より装飾性を高めることができる。
【００４９】
最後に、カバーフィルム１５の裏面１５ｂに接着剤を塗布して接着層２２を形成し、この
接着層２２を容器２１の表面２１ａに貼り付けることにより、ホログラムパターン付き容
器７０を得る。
なお、ホログラムパターン付き容器７０の表面７１（基材１１の外面）は、容器の製造、
内容物の充填、流通その他の過程で必要な、滑性その他の物性の付与、及び、装飾性向上
のための光沢付与の目的で、透過性又は半透過性を有する材料（例えば塗料、インキ）を
全面あるいは部分的に塗布しても良い。
【００５０】
本発明について上記実施形態を参照しつつ説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
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である。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
以上のように、本発明に係るホログラムパターン付きフィルムは、簡便な構成により、対
象物の保管、運送、及び陳列の状態及び条件を選ばずに、ホログラムパターンの視認性を
維持することができるため、容器、包装物その他の対象物の装飾に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態に係るホログラムパターン付きフィルム及びホログラムパター
ン付き容器の各製造工程における層構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係るホログラムパターン付きフィルムにおける、ホログラム
パターンと接着層との関係を模式的に示した平面図であって、（ａ）はホログラムパター
ンの一部に接着層を形成した場合を示し、（ｂ）はホログラムパターンの外側に接着層を
形成した場合を示す図である。
【図３】本実施形態に係るホログラムパターン付きフィルムにおける、ホログラムパター
ンとカバーフィルムとの関係を模式的に示した平面図であって、（ａ）は基材全体をカバ
ーフィルムで覆った場合を示し、（ｂ）は基材のうちのホログラムパターン及びその周辺
のみをカバーフィルムで覆った場合を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係るホログラムパターン付きフィルムにおける、接着層の形
成パターンを模式的に示した平面図であって、（ａ）は格子状に形成した場合を示し、（
ｂ）は点状に形成した場合を示す図である。
【図５】（ａ）は第１変形例に係るホログラムパターン付き容器の構成を示す断面図、（
ｂ）は第２変形例に係るホログラムパターン付き容器の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
１０　　ホログラムパターン付きフィルム
１１　　基材
１２　　ホログラムパターン形成層
１２ａ　外面
１３　　ホログラムパターン
１３ａ　凸部
１３ｂ　凹部
１４　　接着層
１５　　カバーフィルム
１５ａ　表面（反射面）
１５ｂ　裏面
１７　　空隙
２１　　容器（対象物）
２１ａ　容器表面
２２　　接着層
３０　　ホログラムパターン付き容器
３１　　表面
６０　　ホログラムパターン付き容器
６１　　表面
７０　　ホログラムパターン付き容器
７１　　表面
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